
別表１(H29.4.1～）別表１(H29.4.1～）別表１(H29.4.1～）別表１(H29.4.1～）

１．介護保険の基準サービス１．介護保険の基準サービス１．介護保険の基準サービス１．介護保険の基準サービス
（※単位･･･円／日額）　　　　　

(Ⅰ)  サービス利用に係る

　　 　1日の利用料金 要支援 要支援 要支援 要支援
1 2 1 2

4,680 5,690 4,630 5,680

468 569 463 568

1,380 円の内訳

朝食･･･ 380 円

昼食･･･ 500 円

夕食･･･ 500 円

要支援 要支援 要支援 要支援
1 2 1 2

768 869 1,083 1,188

1,228 1,329 1,273 1,378

1,488 1,589 1,933 2,038

2,688 2,789 2,993 3,098

※1…※1…※1…※1… 『(Ⅰ)サービス利用に係る自己負担額』の内訳について『(Ⅰ)サービス利用に係る自己負担額』の内訳について『(Ⅰ)サービス利用に係る自己負担額』の内訳について『(Ⅰ)サービス利用に係る自己負担額』の内訳について

    ○『(Ⅰ)サービス利用に係る自己負担額』の内訳については以下のとおりです。　(※単位･･･円／日額)

① 併設型介護予防 短期入所生活介護費

要支援 要支援 要支援 要支援 基本となる介護報酬の自己負担分

1 2 1 2 ② サービス提供体制強化加算

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占め

る割合が100分の60以上であることへの加算

③ 機能訓練加算

専従の機能訓練指導員を配置し、機能訓練

を受けることができる体制加算

468 569 463 568

○おむつ代は介護保険給付対象となっており、上記①にふくまれていますのでご負担いただく必要はありません。

○感染症や精神症状等により、医師が個室の利用が必要と判断された方について、個室を多床室分の料金で

　 ご利用いただく場合もあります。

※2…※2…※2…※2… 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）について介護職員処遇改善加算（Ⅰ）について介護職員処遇改善加算（Ⅰ）について介護職員処遇改善加算（Ⅰ）について

    ○ご利用された月のサービス利用料金の合計金額に8.38.38.38.3％が加算％が加算％が加算％が加算され、その内の1割を利用者負担額として

　　　お支払いいただきます。厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施して

　　　いる事業所に加算されます。

       （Ⅰ）+（Ⅱ）+（Ⅲ）

第一段階

第三段階

第二段階

多床室多床室多床室多床室

第四段階

(Ⅰ)の内訳

　　　　1日にかかる

　 　　 自己負担額

※1※1※1※1

全額（介護保険給付分を含む）

自己負担分

(Ⅱ)　食費に係る

　      自己負担額

　　   （介護保険外）

(Ⅲ)　居住費に係る

※3※3※3※3

※3※3※3※3

多床室多床室多床室多床室 個室個室個室個室

第一段階 0 第一段階 320

       （介護保険外）

第一段階 300

第二段階 390

       　自己負担額

ショートステイうれしの利用料金表ショートステイうれしの利用料金表ショートステイうれしの利用料金表ショートステイうれしの利用料金表
(介護予防短期入所生活介護）(介護予防短期入所生活介護）(介護予防短期入所生活介護）(介護予防短期入所生活介護）

ショートステイうれしの(介護予防短期入所生活介護）利用にかかる料金は以下のとおりです

多床室多床室多床室多床室 個室個室個室個室

第三段階 650

第四段階 1,380

420

第三段階 第三段階 820

第二段階

1,150

第二段階

多床室多床室多床室多床室 個室個室個室個室

第四段階 第四段階

370

370

840

個室個室個室個室

438 539 433 538
①併設型介護予防①併設型介護予防①併設型介護予防①併設型介護予防

　 短期入所生活介護費　 短期入所生活介護費　 短期入所生活介護費　 短期入所生活介護費

18

合計合計合計合計（①+②+③）

②サービス提供体制②サービス提供体制②サービス提供体制②サービス提供体制

    強化加算（Ⅰ）    強化加算（Ⅰ）    強化加算（Ⅰ）    強化加算（Ⅰ）

③機能訓練加算③機能訓練加算③機能訓練加算③機能訓練加算 12



※3…※3…※3…※3… 利用者負担額（段階）について利用者負担額（段階）について利用者負担額（段階）について利用者負担額（段階）について

    ○世帯全員が市町村民税非課税の方（市町村民税世帯非課税者）や生活保護を受けておられる方の

       場合は、施設利用の居住費（滞在費）・食費の負担が軽減されます。

第一段階 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方または生活保護の方。

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が

年間80万円以下の方。

第三段階 世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第2段階に該当しない方。

第四段階 上記以外の方。

※4…※4…※4…※4… それ以外の加算についてそれ以外の加算についてそれ以外の加算についてそれ以外の加算について

　　○ご利用者の方の状態や希望に応じ、以下の加算をさせていただきます。 （※単位･･･円）　　　　

184 ／片道   (施設による送迎をご利用いただいた場合の加算)

23 ／日 　(医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合の加算)

例：要支援例：要支援例：要支援例：要支援 ⅡⅡⅡⅡ で の方が 多床室多床室多床室多床室 を 5555 日

569 (Ⅱ)食費･･･ 1,380 (Ⅲ)居住費･･･ 840

569 円(1日) 　　× 5 日 ＝ 円 ・・・①

184 円 　　× 2 回 ＝ 円 ・・・②

0 円 　　× 5 日 ＝ 円 ・・・③

　①+②+③　（ 3,213 円）　+　①～③の合計の8.3%　 ＝ 円 ・・・④

（ 1,380 円　　+ 840 円）　× 5 日 ＝ 円 ・・・⑤

＝ 円

２．介護保険の基準外サービス２．介護保険の基準外サービス２．介護保険の基準外サービス２．介護保険の基準外サービス

※1…※1…※1…※1… １以外のサービスについて１以外のサービスについて１以外のサービスについて１以外のサービスについて
　　○以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

※2…※2…※2…※2… 利用の中止、変更について利用の中止、変更について利用の中止、変更について利用の中止、変更について
　　○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料

　　　として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体調不良等正当な事由が

　　　ある場合は、この限りではありません。　　　　　　　　　　　　　 　（※単位･･･円）　　　　　

　　利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料無料無料無料

　　利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料金の10％  当日の利用料金の10％  当日の利用料金の10％  当日の利用料金の10％  (自己負担相当額。Ⅰ参照）

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。
　　　その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2か月前までにご説明します。　　　その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2か月前までにご説明します。　　　その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2か月前までにご説明します。　　　その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2か月前までにご説明します。

　　　 美容

　　②レクレーション、

　　　 クラブ活動

    ③複写物の交付

サービス内容

送迎加算送迎加算送迎加算送迎加算

療養食加算療養食加算療養食加算療養食加算

療養食

処遇改善加算後

送迎

介護保険自己負担分

第四段階第四段階第四段階第四段階

食費・居住費 11,10011,10011,10011,100

サービス内容

第二段階

※パーマ等ご利用の場合は別途費用をいただきます。

と入退所時送迎をご利用

(Ⅰ)サービス利用の自己負担額･･･

2,8452,8452,8452,845

368368368368

14,58014,58014,58014,580

0000

　　最終的な自己負担額（④+⑤）

3,4803,4803,4803,480

　　①理髪

１枚につき　　20202020円円円円
(ご契約者の希望により、サービス提供記録等の複写物を必要とされる場合に実費をいただきます)

概要と利用料金

1回　　　　　1,8001,8001,8001,800円円円円（カット）

(月に１回、理容師の出張による理髪サービスをご利用いただくことができます)

1回　　2,5002,5002,5002,500円円円円    （カットと洗髪）

必要経費、材料代等の実費必要経費、材料代等の実費必要経費、材料代等の実費必要経費、材料代等の実費

(ご利用者の希望により生け花教室等の活動に参加していただくことができます)

(月に１回、美容師の出張による調髪、パーマ、洗髪、顔剃等の美容サービスをご利用いただくことができます)

 当であるものにかかる費用を負担いただきます。特別な食事、お酒、たばこ等を含みます。)

    ④利用者預り金等

　　　管理事務等費用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1日につき　　100円100円100円100円

　　(別途貴重品管理ーサービス契約書及び金銭出納管理サービス契約書を結ばせていただきます)

要した費用の実費　要した費用の実費　要した費用の実費　要した費用の実費　

(日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが適

　　⑤日常生活上必要と

　　　なる諸費用実費　


